
平成２１年度墨田区予算案発表資料概要（平成２１年２月９日） 

～水と歴史のハーモニー～ 人が輝く いきいき すみだ 

 

平成 21 年度の重点施策 

防犯・防災 災害に強く防犯力が高いまちにするための施策 

中高層住宅における防災対策の普及・啓発 （１ー①） 

住宅用火災警報器の整備 （１ー②） 

地域防犯環境の改善 （１ー③） 

学校施設の整備 （１ー④） 

子育て・教育 安心して子育てができ、豊かな人間性をもった子どもたちを育むための施策 

保育園待機児童解消策の推進 （２ー①） 

学校のＩＣＴ化の推進 （２ー②） 

小学校英語活動の推進 （２ー③） 

学校支援ネットワーク事業の実施 （２ー④） 

環境 地球にやさしい「環境の共創」を推進するための施策 

「すみだ環境区宣言（仮称）」の実施及び推進  （３ー①） 

地球温暖化対策地域推進計画の実践  （３ー②） 

緑と生物の現況調査 （３ー③） 

まちづくり 地域で快適に暮らせる「すみだ」をつくるための施策 

高度地区の指定区域拡大 （４ー①） 

曳舟駅周辺地区の整備－①曳舟駅前地区再開発－ （４ー②） 

曳舟駅周辺地区の整備－②京成曳舟駅前東地区再開発－ （４ー③） 

京成押上線立体化の推進 （４ー④） 

学校跡地活用の推進 （４ー⑤） 

基本計画を着実に推進していくための施策 

観光協会の運営及び事業補助 （５ー①） 

忠臣蔵サミットの開催 （５ー②） 

地域ブランド戦略の推進 （５ー③） 

空き店舗を活用した回遊拠点の設置 （５ー④） 

ミニサポート事業実施に対する支援 （５ー⑤） 

施設介護ボランティア・ポイント付与制度の実施 （５ー⑥） 

障害児デイサービス施設・障害者生活介護施設の整備 （５ー⑦） 

予防接種の充実 （５ー⑧） 

受動喫煙防止対策の充実 （５ー⑨） 

地域プラザの整備 （５ー⑩） 

「すみだ やさしいまち宣言」の推進 （５ー⑪） 

墨田区体育館の改築 （５ー⑫） 

東京マラソン招致活動 （５ー⑬） 

 

 

東京スカイツリー関連 東京スカイツリーに関連して実施する施策 

北十間川水辺空間の整備  （６ー①） 

東京スカイツリー周辺主要道路の景観整備 （６ー②） 

環境ふれあい館（仮称）の整備 （６ー③） 



景観まちづくりの推進 （６ー④） 

北斎館（仮称）の整備 （６ー⑤） 

大横川親水公園の歩行者空間再整備 （６ー⑥） 

舟運活用策の検討 （６ー⑦） 

区内循環バス運行計画の策定 （６ー⑧） 

 

緊急経済対策 平成 21 年度予算で実施する施策 

商工業融資「経営安定化資金」の追加拡充  

公共事業の早期発注の実施 

区内企業への就職促進 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



墨田区緊急経済対策のうち平成 21 年度予算で実施する事業 

平成２１年１月１５日に発表した墨田区緊急経済対策のうち、平成２１年度予算で措置されているもの 

 

●商工業融資「経営安定資金」の追加拡充 

景況悪化の影響を受けている区内中小企業への緊急対策として、商工業融資の「経営安定資金」

に係る信用保証料を平成２０年１０月３１日から期間限定で２分の１補助しているが、これをさ

らに拡充し、全額補助する。なお、実施にあたっては、平成２０年１０月３１日受付分まで遡及

する。 

信用保証料   ２分の１補助→全額補助 

実施期間    平成２０年１０月３１日から平成２１年６月３０日受付分まで 

※ あっ旋金利 ２．２％（実質負担０．２％） ※ 利子補助の期間は最長６年間 

８１,０００千円 

●公共事業の早期発注の実施  

① 次の区発注工事（平成２０年度から平成２１年度にかけて行う工事）について、平成２０年

度中に発注する。 

   ・曳舟幼稚園園舎改築工事 

１８０,０００千円 

（平成２０年度から平成２１年度への繰越明許） 

② 次の区発注工事について、できるだけ早く設計及び契約手続きに係る事前準備を完了させ、

平成２１年４月に発注する。 

   ・路面改修工事現況測量・実施設計委託 

   ・路面改修工事（２件） 

７６，５００千円 

③ 次の区発注工事について、できるだけ早く設計及び契約手続きに係る事前準備を完了させ、

平成２１年度早期に発注する。 

   ・両国小学校屋内運動場耐震補強工事 

   ・八広幼稚園園舎改築工事 

２３０,０００千円 

（平成２０年度から平成２１年度への繰越明許） 

●区内企業への就職促進 

  区内企業への就職をサポートする事業の一環として、４０歳未満の求職者の就職や雇用が円満

に図れるよう、区内企業を訪問する企業見学会を年６回開催している。 

  区内企業への雇用をさらに促進するために、本区が実施している「企業見学会」とハローワー

クが雇用対策の一環として進めている「トライアル雇用」事業とを直結させ、区から奨励金を併

給する。 

  ハローワークが実施している「トライアル雇用」に登録した企業の中から、区内ものづくり企

業で「企業見学会」に参加し、常用雇用を前提とした試行雇用に至った企業に対して、ハローワ

ークからの所定の試用雇用奨励金に併せて、区からも１ヶ月４万円（最高３ヶ月 １２万円）の

奨励金を支給する。 

４,８００千円 

 

計  ５７２,３００千円 

平成２０年度分との合計  ８９５,８７３千円 

 



 

１－① 

 

 

 

 

 

１ー② 

件    名 住宅用火災警報器の整備 

予  算   額 １８，６１９千円 

主    旨 

 平成１８年３月に東京都の火災予防条例が改正され、平成 22 年 4 月 1 日からすべての住

宅に住宅用火災警報器の設置が義務化された。 

このことを受けて、墨田区では平成 20 年度から、火災の早期発見及び火災発見の遅れに

よる逃げ遅れを防止するため、災害時要援護者である高齢者と障害者の住宅に火災警報器を

無料で設置する「火災警報器の給付事業」を実施している。 

今後さらに火災警報器の普及促進を図るため、平成21年度は「火災警報器の給付事業」対象

枠を拡充して引き続き「火災警報器の給付事業」を実施する。あわせて、区民に対して住宅

用火災警報器の普及・啓発を図っていく。 

 

 

 

件    名 中高層住宅における防災対策の普及・啓発 

予  算   額 ２，０００千円 

主    旨 

中高層住宅では、地震発生時に揺れが増幅するおそれがあるため、低層住宅に比べ家具等

の転倒が発生しやすく、またエレベーター閉じ込めなど特有の被害の発生が危惧されている。

また、このような直接被害のほか、エレベーター停止に伴う復旧期の生活困難などの二次的

被害の発生も想定される。 

その一方で、中高層住宅は、一般に耐震性が高く、地震による建物自体の被害は少ないと

考えられている。このような中高層住宅の居住者が、居室内の安全確保など事前に適切な対

策を講じることで、より一層身の安全を確保することができ、さらに被害を受けなかった居

住者が地域と連携して災害対策活動を行うことにより、地域全体の被害を軽減することも可

能となる。 

そこで、中高層住宅居住者の防災対策促進のための普及・啓発を行う。 



 

１ー③ 

 

 

 

 

 

１ー④ 

件    名 

  

学校施設の整備 

予  算   額    １，７６４，２１３千円 

主    旨 

学校施設は、児童・生徒が１日の大半を過ごす「生活の場」であると同時に、大震災等の

際に、地域住民が一時的に生活する避難所の役割を果たすことから、安全性を備えているこ

とは必要最低限の条件である。 

そこで、以前の旧耐震基準で建てられた小中学校の校舎・屋内運動場、幼稚園園舎の改築・

耐震補強を順次実施する。 

学校を含む区の公共施設の耐震化については、平成２０年３月に策定した「墨田区耐震改

修促進計画」で平成２７年度までに耐震化を完了することとしているが、学校施設について

は、計画を前倒しし、統廃合の対象となっている一部の施設を除き、平成２３年度までに耐

震化を完了させる。 

 

 

 

 

 

 

 

件    名 地域防犯環境の改善 

予  算   額 ２０，０００千円 

主    旨 

ひったくり・痴漢等の街頭犯罪や侵入盗、子どもを狙った犯罪などを未然に防止し、「安全・

安心なまち すみだ」を実現するため、モデル地区を指定し、防犯設備の設置促進や青色防

犯灯の設置など、街頭犯罪が発生しにくい環境を継続的に整備していく。あわせて、地域住

民による自主防犯活動を促進し、防犯意識の向上を図る。 



 

２ー① 

件    名 保育園待機児童解消策の推進 

予  算   額 ３１８，４０５千円 

主    旨 

この数年、墨田区では、地下鉄の開通等公共交通機関の利便性の向上や新しいマンションの

建設などに伴い、子育て中のファミリー世帯が増加傾向にあり、保育需要は年を追うごとに高

まっている。 

そこで、区では、増加する保育需要への対応と多様な保育サービスの拡大を図るため、「墨

田区保育園待機児童の解消を目指す緊急３ヵ年計画」を平成２０年６月に策定した。 

この計画に基づき、平成 21 年度は、新園を建設する社会福祉法人への補助や新たな保育サ

ービス等を実施し、待機児童の解消を目指していく。 

 

 

 

 

 

２ー② 

件    名 学校のＩＣＴ化の推進 

予  算   額 １４８，８８８千円 

主    旨 

現在、小中学校の教職員は、日常の校務事務に追われ、児童・生徒に対する指導や教材研究

等に十分に集中できる環境が整っていない。そこで、学校のＩＣＴ（情報通信技術）化を推進

し、教職員の校務事務負担を軽減させ、児童・生徒一人ひとりと向き合える時間を増やし、教

育環境の向上を図る。また、ＩＣＴ化の推進により学校内や学校間、教育委員会とのネットワ

ーク化を進めるとともに、学校における個人情報保護の徹底も図っていく。 

平成２１年度は、ＩＣＴ基盤整備として、ＬＡＮ（ネットワーク）設計・構築、教職員への

パソコン配備、グループウェアの導入を行い、各学校での研修も実施する。今後は、校務シス

テム本稼動、プロジェクターや電子黒板等の情報機器、教育用ソフト等を順次導入していく。 

 

 

 

 



 

２ー③ 

件    名 小学校英語活動の推進 

予  算   額 ６２，１４８千円 

主    旨 

現在、墨田区の小学校第５学年及び第６学年は、年間５時間の英語活動を行っているが、新

学習指導要領では、平成２３年度より小学校第５学年及び第６学年を対象としてコミュニケー

ション能力の素地を養うことを目指した英語活動が年３５時間実施されることとなっている。 

これに伴い、墨田区では、平成２３年度の完全実施に向けて小学校第５学年及び第６学年を

対象に時間数を拡大した区独自の英語活動を段階的に導入する。 

実施にあたっては、カリキュラムや教材等の作成、外国人英語指導助手の派遣等を行い、小

学校における英語活動を推進する。 

 

 

 

 

 

２ー④ 

件    名 学校支援ネットワーク事業の実施 

予  算   額 ２,２７９千円 

主    旨 

近年、学校現場では、子どもたちを取り巻く環境が大きく変化する中で、学力向上や豊かな

心の育成、体力向上など様々な教育の諸課題に早急に対応することが必要となっている。 

このような中、各学校では、様々な学校支援ボランティアが教員をサポートし、学校を支え

る活動を行っており、学校教育の質の向上が図られている。しかし、学校ごとにボランティア

の需要数等が異なり、求める人材が不足する学校も見受けられることから、ボランティアを学

校の実情に合わせてコーディネートする地域人材の養成と、体系的・継続的に学校を支える仕

組みづくりが必要となっている。 

そこで、地域全体で学校教育を支援するため、学校と地域を結ぶ架け橋づくりとして「学校

支援ネットワーク事業」（学校支援地域本部事業）を立ち上げ、学校と学校支援ボランティアを

つなぐ役割を担う「地域コーディネーター」を配置し、教育活動に地域人材の積極的な活用を

図る。これにより、学校・家庭・地域が一体となって、教育環境の向上を推進していく。 

 



 

３ー① 

件    名 ｢すみだ環境区宣言（仮称）｣の実施及び推進 

予  算   額 ５，８２０千円 

主    旨 

墨田区が平成 12 年 7 月に行った「人」と「地域」と「環境」にやさしいまちづくりをめざ

す「すみだ やさしいまち宣言」は、平成 21 年 7 月に１０周年を迎える。 

これを契機に、地球温暖化防止をはじめとする区民・事業者の環境への関心の高まりを、環

境にやさしい実践行動の普及に結びつけることを目的として、「すみだ環境区宣言（仮称）」を

行い、環境への取り組みを宣言する。あわせて、東京スカイツリー建設を契機とした環境のま

ちづくりの一層の推進を図り、環境にやさしいまちすみだを区内外にアピールする。 

 

 

 

 

 

３ー② 

件    名 地球温暖化対策地域推進計画の実践 

予  算   額 ２１,２８４千円 

主    旨 

墨田区では、深刻化している地球温暖化を防止することを目的として、平成２０年３月に「墨

田区地球温暖化対策地域推進計画」を策定した。この計画に基づき、区民、事業者が積極的に

地球温暖化防止に取り組めるよう、平成２０年７月から太陽光発電システムなどの二酸化炭素

を削減できる設備を導入する方への助成制度を開始した。 

平成２１年度は、更に地球温暖化防止を推進させるため、助成額を増額するとともに、助成

対象に燃料電池発電給湯器等を加えて一層の充実を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

３ー③ 

件    名 緑と生物の現況調査 

予  算   額 ２１，０００ 千円 

主   旨 

墨田区では、昭和４７年に「緑化宣言」を行って以来、平成 7 年に「緑の基本計画」を策定

するなど、積極的に緑化推進事業を行ってきた。その結果、昭和４８年に５．４パーセントだ

った緑被率が平成１２年には９．４パーセントに増加したが、区民の多くが緑が充分あり快適

と感じる状況には至っていない。 

また、区内の生物の生息及び分布の状況についても、地球温暖化の生態系への影響も含め、

最新の実態を把握する必要がある。 

そこで、あらためて区全域の緑被率等の緑の分布状況などを把握するとともに、区内の生物

環境がどのように推移しているかを把握するため、「緑と生物の現況調査」を実施する。 

また、調査の結果は、すみだ環境ふれあい館で推進する自然環境学習や、都市型エコツアー

のルートづくりなどにも活用していく。 

 

 

 

 

 

４ー① 

件    名 高度地区の指定区域拡大 

予  算   額 ７，３２０千円 

主    旨 

建築物の高さ制限については、平成１６年の用途地域等の見直しにおいて、街並みのスカイ

ラインを整えるため、主要幹線道路沿道と主に区南部地域に絶対高さ制限を指定した。一方、

絶対高さ制限を指定していない地域では、マンション建設の増加や天空率等による高さ制限の

緩和により、街並みから突出した高さの建物が建築されている。 

そこで、このような状況を改善するため、各地域に適切な絶対高さ制限を導入し、良好な街

並み景観の誘導を行う。  

 

 

 



 

４ー② 

件    名 

曳舟駅周辺地区の整備 

－①曳舟駅前地区再開発－ 

予  算   額    ２，２３４，０３０千円 

主    旨 

墨田区北部地域の広域拠点の形成を目指し、京成押上線の立体化事業に合わせたまちづくり

を推進する。具体的な取り組みとして、曳舟駅周辺の再開発事業を推進し土地の高度利用を図

るとともに、商業・業務機能と都市型住宅の供給をバランスよく配置した複合市街地を形成し、

活力と魅力あるまちづくりの推進を図る。 

 

 

 

 

 

４ー③ 

件    名 

曳舟駅周辺地区の整備 

－②京成曳舟駅前東地区再開発－ 

予  算   額 ２９３，８６５千円  

主    旨 

 墨田区北部地域の広域拠点の形成を目指し、京成押上線の立体化事業に合わせたまちづくり

を推進する。具体的な取り組みとして、京成曳舟駅周辺の再開発事業を推進して土地の高度利

用を図るとともに、商業・業務機能と都市型住宅の供給をバランスよく配置した複合市街地を

形成し、活力と魅力あるまちづくりを推進する。 

 京成曳舟駅前東地区では、地域の実情に合わせた再開発を段階的に進めるため、地区を第一・

第二南・第二北・第三の４つに分けて事業を進めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

４ー④ 

件    名  京成押上線立体化の推進 

予  算   額 ５３３，８６１千円 

主    旨 

 現在、京成押上線の押上～八広駅区間は、立体化されていないことから、踏切による渋滞・

事故の発生をはじめとして、地域が分断された状態になっている等の問題が生じている。 

このため、鉄道と道路を立体交差化させ踏切を除却することにより、踏切による慢性的な交

通渋滞を解消し、鉄道・道路それぞれの安全性の向上を図る。また、高架化された鉄道に沿っ

て環境の保全と円滑な地域内交通の確保を図るために側道を整備する。これらのことにより、

これまで鉄道で隔てられていた地域の一体化を実現し、沿線まちづくりの推進を図る。 

 

 

 

 

 

４ー⑤ 

件    名 学校跡地活用の推進（大学の誘致等） 

予  算   額 ４，７００千円 

主    旨 

 本区は、２３区の中で大学が所在していない唯一の区である。大学を誘致することによって、

地域活性化、教育や文化水準のさらなる向上などが期待できる。 

 また、特別養護老人ホームの待機者解消は、区の喫緊の課題の一つであり、特別養護老人ホ

ームを整備する必要がある。 

 そこで、区立学校統合跡地を活用して、大学及び特別養護老人ホーム等を誘致する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

５ー① 

件    名  観光協会の運営及び事業補助 

予  算   額 １０９，４０９千円 

主    旨 

墨田区では、平成２０年１月に改訂した「墨田区観光振興プラン」の計画目標である「新タ

ワーを活かし、住んでよく訪れてよい 国際観光都市すみだをつくる」の実現に向け、区及び

区民・事業者・関係団体が連携を図っているところであるが、更に積極的な観光事業を展開す

るためには、中核となる組織が必要となっている。 

そこで、現在は任意組織である「墨田区文化観光協会」を「一般社団法人 墨田区観光協会」

として法人化し、組織体制・財政基盤の強化も図るとともに、民間事業者としてのメリットを

活かした事業を展開していく。なお、新法人は、平成２１年度から事業を開始し、従来行って

きた事業に加えて、東京スカイツリーの開業に向けた観光振興事業を推進していく。 

 

 

 

 

 

５ー② 

件    名 忠臣蔵サミットの開催 

予  算   額 ２,７００千円 

主    旨 

本会議は「忠臣蔵ゆかりの地等」が所在する全国の自治体（別添資料参照）が参加し、お互

いの親善と友好を深めながら全国的な連帯のもと、「忠臣蔵」に関わる取り組みと情報交換を行

い、地域の活性化と発展向上のため協力していくことを目的に発足したものである。平成元年

に最初の会議が開催されて以来、毎年１回、各参加都市が持ち回りで開催している。 

墨田区は、第１回会議から参加し、平成５年の第５回会議では、開催市として吉良町に初め

ての参加を働き掛け、赤穂と吉良の２９１年ぶりの和解を取り持った。 

平成２１年度は、東京スカイツリーの建設が始まった墨田区で１６年ぶりに第２１回会議を

開催することとなった。今回の会議を契機に、今なお国民的な人気を誇る「忠臣蔵」を観光資

源として活用するとともに、平成２４年春の東京スカイツリー開業に向けて進めている国際観

光都市づくりの推進につなげていく。 

 



 

５ー③ 

件    名 地域ブランド戦略の推進 

予  算   額 ２９,０００千円 

主    旨 

東京スカイツリーの開業を一つの契機として、産業のまちとして発展してきた「すみだ」の

知名度を高め、その付加価値を向上させるとともに広く内外に認知してもらうことを目的とし

て、すみだの地域ブランド戦略を推進する。 

地域ブランド戦略の推進は、平成２０年度に「すみだ地域ブランド戦略推進検討委員会」で

検討したコンセプト・推進手法（別紙参照）に基づき、経年的・段階的に実施していく。 

 

 

 

 

 

５ー④ 

件    名 空き店舗を活用した回遊拠点の設置 

予  算   額 ７，５２０千円 

主    旨 

平成24年の東京スカイツリーの開業により増加が見込まれる観光客等来街者の区内での回

遊を促すとともに、観光拠点や商店街等の活性化を図るため、商店街の空き店舗等を活用して、

観光案内、お休み処、地域住民のコミュニティの場となる回遊拠点を設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

５ー⑤ 

件    名 ミニサポート事業実施に対する支援 

予  算   額 ９６３千円 

主    旨 

現在、墨田区社会福祉協議会において、地域ボランティアが高齢者や障害者等の日常の家事

等を援助する「会員制有料在宅福祉サービス」を実施しているが、今後は、有料会員制にする

ほどには至らない短時間かつ緊急性の高いニーズにも対応する必要がある。 

そこで、墨田区社会福祉協議会では、平成21年度から「会員制有料在宅福祉サービス」のミ

ニ版として、サポーター（協力員）を広く公募し、年会費を必要としない単発的な要望に対応

する 

「ミニサポート事業」を実施することとなった。この必要経費等について、区が支援を行う。 

 

 

 

 

 

５ー⑥ 

件    名  施設介護ボランティア・ポイント付与制度の実施 

予  算   額 １，６６０千円 

主    旨 

現在、墨田区内の65歳以上の高齢者の約９割は、介護を必要としない、いわゆる「元気高齢

者」であることから、区では、元気高齢者の生きがいづくりを行うとともに、介護人材の不足

を補い、介護施設利用者のサービスの向上を図るため、元気高齢者に介護人材として地域で活

躍できる機会を提供している。 

平成21年度は、元気高齢者のボランティア活動への意識を一層高めるとともに、ボランティ

ア活動にやりがいを感じてもらうため、介護施設でのボランティア活動の時間を現金に還元で

きるポイント付与制度を実施する。 

 

 

 

 

 



 

５ー⑦ 

件    名 障害児デイサービス施設・障害者生活介護施設の整備 

予  算   額 ５６，７８９千円 

主    旨 

乳幼児期の子どもに発達の遅れが見られる場合、障害の早期発見・早期療育が最も重要であ

ることから、心身障害児の療育施設の利用希望者は年々増加しており、区内唯一の幼児通園療

育施設「みつばち園」だけでは需要に対応できない状況にある。 

とりわけ近年急増している「発達障害」など障害の多様化・重度化・重複化が進む中、個々

の発達段階や障害特性に合わせた、よりきめ細かな対応や就学後の支援策等を希望する声も増

えてきており、療育の場の増設とともに新たな課題への取り組みも強く求められている。 

また、重度の心身障害者が地域社会の一員として生活するためには、日中活動の場となる生

活介護施設が不可欠である。現在、区内には重度知的障害者対象の施設「はばたき福祉園」と

重度身体障害者（重複障害含む）対象の施設「亀沢のぞみの家・肢体不自由児者通所訓練所」

の２事業所のみの運営であるため、今後の利用者増（区外施設を退所し区内への地域移行者等

も含める）を見込んだ新たな活動の場づくりが必要とされている。 

このため、平成２２年４月を目途に、旧文花小学校校舎（文花１－32―９）南棟１階に「障

害者自立支援法」に基づく障害児デイサービス施設及び障害者生活介護施設を開設し、より多

くの障害児・者が必要なサービスを利用できる体制づくりをめざす。 

 

 

 

 

 

５ー⑧ 

件    名 予防接種の充実 

予  算   額 ５２，６３２千円 

主    旨 

平成13年11月に予防接種法が改正された際に、高齢者については、定期の予防接種を行う

必要がある疾病としてインフルエンザが対象となった。 

これを受けて墨田区では、現在、接種を希望する65歳以上の区民に対して接種経費のほぼ半

額を助成していると同時に、生活保護受給者等一部に限定し、自己負担を全額助成している。 

これに加えて、平成21年度からは、７５歳以上の区民については、インフルエンザ罹患によ

る重症化等を勘案し、自己負担を全額助成する。 



 

５ー⑨ 

件    名 受動喫煙防止対策の充実 

予  算   額 ７６６千円 

主    旨 

平成15年5月に施行された「健康増進法」第25条に基づき、墨田区では、これまでもたばこ

対策として禁煙支援等を実施してきたが、受動喫煙による健康被害は近年、より顕著なものに

なってきている。 

そこで、受動喫煙による健康被害を防止するため、食品衛生協会及び環境衛生協会等と連携

を図りながら、事業所等への受動喫煙防止の普及・啓発を行う。 

 

 

 

 

 

５ー⑩ 

件    名 地域プラザの整備 

予  算   額 ３２，２５０千円 

主    旨 

これからの公共施設は、区民の価値観やライフスタイルの変化、地域における課題の変化な

どに対応し、協治（ガバナンス）を実現するための拠点としての役割が求められている。 

そこで、区民が地域活動や地域交流を行うのに適したコミュニティ活動の拠点として、地域

プラザを整備する。施設の整備にあたっては、協治（ガバナンス）を実践する場として、各施

設の規模や機能、運営方針等について、地域住民等で構成するガバナンス会議において検討を

重ね、整備基本計画等を策定していく。平成２１年度においては、平成１９年度に着手した旧

第五吾嬬小学校跡地での地域プラザ整備についての検討をさらに進めていくほか、旧本所一丁

目出張所跡地等における地域プラザの整備についても検討を始める。 

 

 

 

 

 

 



 

５ー⑪ 

件    名 「すみだ やさしいまち宣言」の推進 

予  算   額 １４，７００千円 

主    旨 

墨田区では、「人」と「地域」と「環境」にやさしいまちづくりを目指し、平成12年7月に

「すみだ やさしいまち宣言」を行い、区民との協働により、あいさつ運動や清掃活動など様々

な運動に取り組んできた。 

この運動が、平成21年7月に10周年を迎えることから、これを記念する「すみだ やさし

いまち宣言10周年記念事業」を実施し、「すみだ やさしいまち宣言」の運動をより一層推進し

ていく。 

 

 

 

 

 

５ー⑫ 

件    名 墨田区体育館の改築 

予  算   額 １２，００４千円 

主    旨 

墨田区体育館は、開館から約４０年が経過し施設が老朽化していることに加えて、体育館機

能に対する区民の要望が増えるとともに多様化し、現在の体育館では、この要望に応えること

が困難な状況にある。 

そこで、区民の期待に応えられる総合体育館を民間の資金と経営能力・技術力を活用して、

公共施設等の設計、建設、運営等を行うＰＦＩ手法により平成２２年４月の開館を目指して現

在の体育館がある区立錦糸公園（錦糸４－１５－１）内に建設する。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

５ー⑬ 

件    名  東京マラソン招致活動 

予  算   額 ８００千円 

主    旨 

日本を代表するスポーツイベントの一つである「東京マラソン」を墨田区に招致することに

より、歴史と文化に彩られた墨田区及び平成２４年にオープンする東京スカイツリーを広くＰ

Ｒし、地域活性化を目指す。 

併せてこの招致に成功すれば、限界に向けてチャレンジする選手や大会を支えるボランティ

アの姿を区の次代を担う子どもたちが間近に見ることができることから、スポーツ及びボラン

ティア活動への興味・関心を高める機会となる効果が期待できる。 

さらに、東京マラソンの大会目的のひとつである「世界に向けて観光都市東京をアピールし

経済波及効果の実現をめざす」というコンセプトにも合致する。 

 

 

 

 

 

６ー① 

件    名  北十間川水辺空間の整備 

予  算   額 ２７０，３７０千円 

主    旨 

東京スカイツリーの建設を機に、江東内部河川の水辺空間を活かしたまちづくりと観光の推

進を図るため、平成１８年度に「北十間川水辺活用構想」を策定した。この構想に基づき、新

タワー街区の南側を流れる北十間川（東武橋～京成橋区間）を新タワー水辺拠点ゾーンとして、

親水テラス、人道橋、船着場、水質浄化装置などの北十間川の河川環境整備を行う。また、南

側に隣接する道路についても、景観向上を図り、歩行者に配慮したコミュニティ道路の整備を

行う。 

 

 

 

 

 



 

６ー② 

件    名  東京スカイツリー周辺主要道路の景観整備 

予  算   額 １７０，１４８千円 

主    旨 

東京スカイツリーの完成後には、本区に多くの来街者が訪れることになり、周辺道路は観光

バス等の大型車をはじめ、車両通行量の増加が予測される。 

そこで、車道の耐久性向上を図るとともに、観光を楽しむ来街者の回遊性を高めるため、電

線類の地中化を図るなど道路の景観整備を行う。整備箇所は、言問通り、桜橋通り、新タワー

通り（仮称）の３路線である。 

 

 

 

 

 

６ー③ 

件    名 環境ふれあい館（仮称）の整備 

予  算   額 ２８,１００千円 

主    旨 

環境への負荷を減らし、よりよい環境の創造を目指し、墨田区から地球環境問題を解決して

いくため、子どもから大人までを対象にユニークで総合的な環境学習施設を東京スカイツリー

が建設される押上・業平橋地区に整備する。 

同館は、東京スカイツリーの展望台から望める東京の水・緑・大気等自然の循環を映像等で

体験学習できる施設として整備を進めるとともに、地球環境問題を解決するための最新技術や

先進的な取組み等も学べる施設とする。また、東京スカイツリーと合わせ、区の観光の拠点と

して多くの来街者・観光客を呼び込み、地域の活性化を目指す。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

６ー④ 

件    名 景観まちづくりの推進 

予  算   額 １２，０６７千円 

主    旨 

景観形成に対する住民の関心の高まりから平成１７年６月に景観法が施行され、良好な景観

形成のための誘導・規制が位置づけられたことから、区では、平成２０年３月に墨田区景観基

本計画を策定し、区の景観形成の基本方針を示した。平成２０年度は、景観法に基づく景観行

政団体への移行を目指し、景観計画（素案）及び景観条例の検討を行っており、年度内の策定

を予定している。 

平成２１年度は、景観行政団体へ移行するとともに、景観計画及び景観条例を施行し、墨田

区独自の景観まちづくりを推進する。 

 

 

 

 

 

６ー⑤ 

件    名  北斎館（仮称）の整備 

予  算   額 １７７，８９０千円 

主    旨 

世界的に有名な画家 葛飾北斎（１７６０～１８４９年）が本所割下水（現在の墨田区亀沢

付近）に生まれ、９０年の生涯のほとんどを墨田区近辺で過ごしたことから、葛飾北斎の偉業

を区民の誇りとして永く顕彰するとともに、新たな文化創造の拠点ともなる「墨田区北斎館（仮

称）」の開設に向けて準備を進めていく。この施設は、東京スカイツリーとともに、本区が進め

る新たな国際観光都市づくりの核となるものである。 

 

 

 

 

 

 

 



 

６ー⑥ 

件    名 大横川親水公園の歩行者空間再整備 

予  算   額 ２８，０００千円 

主    旨 

大横川親水公園は、錦糸町地区、両国地区から東京スカイツリーの街区に通じる重要な歩行

者周遊ルートに位置づけられる。しかし、平成５年に開園した同公園は、園路をはじめとする

施設の老朽化が進んでいる。 

そこで、東京スカイツリーの建設に合わせ、園路等の改修やバリアフリー化、外国語を表記

した案内看板等の再整備を行い、区民はもとより来街者が安全・安心に散策を楽しめるような

歩行者空間とする。 

 

 

 

 

 

６ー⑦ 

件    名  舟運活用策の検討 

予  算   額 ３,１００千円 

主    旨 

東京スカイツリーを中心とした回遊性の高い観光施策の一環として、隅田川はもとより、江

東内部河川を活用した舟運の復活は、極めて重要と考えられる。 

このため、「墨田区観光振興プラン」では、吾妻橋エリアを東京スカイツリーへのゲートウェ

イ及び水陸交通の結節点として位置付け、吾妻橋防災船着場を平常時には、観光船の発着が可

能となるよう再整備を計画している。また、タワーエリアに隣接して流れる北十間川を親水空

間として整備する計画も進められており、東京スカイツリーの足下に船着場が整備される予定

となっている。  

こうしたことから、かつて「水都すみだ」と言われた水運を生かし、具体的な方策等につい

て来街者・観光客の増加を目指す検討を進める。 

 

 

 

 



 

６ー⑧ 

件    名 区内循環バス運行計画の策定 

予  算   額 １３，１１３千円 

主    旨 

東京スカイツリーは、墨田区のまちの姿や区民の暮らしに大きな影響が生じることから、区

としてもこの好機を最大限活かすための計画的・戦略的なまちづくりを進めている。その取組

の一つとして、区内を巡る交通システムとして循環バスの導入を検討し「住んでよく、訪れて

よいまちすみだ」の実現を図る。 
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